
※上記の料金は一割負担額（1回分）の料金です。加算を乗じた額です。
※上記の※印の加算は、医師の指示または利用者の状態により実施されなかった場合は加算されま
せん。
※その他、以下の加算が生じます。
　　・処遇改善加算（基本料金の5.9％）
　　・特定処遇改善加算（基本料金の1.2％）
　　・ベースアップ支援加算（基本料金の1.1％）

※要支援は1か月の定額料金です。
※上記のサービス提供強化加算の料金は一割負担額の料金です。
※下記の加算は必要に応じて実施された場合に別途料金が加算されます。　　　　　　　　　
　　・運動機能向上加算　　　　　　　225円／月
　　・生活機能向上グループ活動加算　100円／月
　　・栄養改善加算　　　　　　　　　150円／月
　　・口腔機能向上加算　　　　　　　150円／月
　　・科学的介護推進体制加算400円／月
　　・処遇改善加算（基本料金の5.9％）
　　・特定処遇改善加算（基本料金の1.2％）
　　・ベースアップ支援加算（基本料金の1.1％）


